
都市美対策審議会 第 20回政策検討部会  

■市庁舎移転に伴う横浜市景観計画・関内地区都市景観協議の変更等について（報告） 

 変更内容の原案（指摘に関係する部分を抜粋） 前回の部会でのご指摘内容（2019/11/28） 検討内容 今回の案 

「
レ
ン
ガ
な
ど
の
素
材
」
に
つ
い
て 

イ 地区別の景観形成基準 

（エ）関内駅前特定地区 

ａ 建築物は、周囲の街並みと調和のとれた魅力的な

形態意匠とし、かつ、マンセル表色系で別表 1 のも

のを基調とする。ただし、色彩については、建築物の

意匠にレンガなどの素材を使用するなど魅力ある景

観の形成に寄与すると市長が認めた場合は、この限

りではない。 

ｂ 建築物の計画図１の２に示す「駅前広場」に面す

る部分は、歩行者の視点からの駅前空間の印象や、

通りや駅からの近景を十分考慮し、関内地区の玄関

口としての風格や、活気と賑わいのある景観を創出

する形態意匠とするものとする。特に、建築物の計

画図１の８に示す「景観重要道路」に接する「駅前広

場」に面する部分は、戦後の都市発展の歴史を伝え

る旧市庁舎と調和のとれた形態意匠とし、かつ、色

彩はマンセル表色系で別表９のものを基調とするも

のとする。ただし、色彩については、建築物の意匠に

レンガなどの素材を使用するなど魅力ある景観の形

成に寄与すると市長が認めた場合は、この限りでは

ない。 

ｃ～ｅ 略 

ｆ 工作物は、周囲の街並みと調和のとれた魅力的な

形態意匠とし、かつ、色彩はマンセル表色系で別表 1

のものを基調とするものとする。ただし、色彩につ

いては、工作物の意匠にレンガなどの素材を使用す

るなど魅力ある景観の形成に寄与すると市長が認め

た場合は、この限りではない。 

ｇ 計画図１の２に示す「駅前広場」（計画図１の８に

示す「景観重要道路」に接するものに限る。）又は当

該広場に面する部分に設置する工作物は、戦後の都

市発展の歴史を伝える旧市庁舎と調和のとれた形態

意匠とし、かつ、色彩はマンセル表色系で別表９の

ものを基調とするものとする。ただし、色彩につい

ては、工作物の意匠にレンガなどの素材を使用する

など魅力ある景観の形成に寄与すると市長が認めた

場合は、この限りではない。 

・「レンガなどの素材」の「など」について、どこまで認

めるのか。タイルや石、レンガをもう少し抽象化した

ときに何なのかを入ると、よりわかりやすくなる。 

 

・「レンガなどこの地域で歴史的に使われてきた」といっ

た言葉を入れてはどうか。 

 

・「など」という言葉は便利なため、後々何でもありのよ

うな使われ方がないよう、ちゃんと限定しておいたほ

うがいいのではないか。 

 

●「レンガなどの素材」については、あえて素材を限定せ

ずに、協議を踏まえて、周辺地域の街並み景観に調和

する素材は認めるという考え方から定めています。 

 

●そのため、上記意図が伝わるように、関内地区全域の

景観形成基準と同様に、「地区の個性にあった」という

文言を追加しました。 

 

 

●なお、「レンガなどの素材」と同様の表現を用いている

他地区（※）では、レンガ風の色合いを表現した「レン

ガ調タイル」は、「レンガなどの素材」と解釈して協議

しています。 

      ※馬車道周辺特定地区、日本大通り特定地区、 

山下町特定地区の一部 

 

＜レンガ調タイルのイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

イ 地区別の景観形成基準 

（エ）関内駅前特定地区 

ａ 建築物は、周囲の街並みと調和のとれた魅力的な

形態意匠とし、かつ、マンセル表色系で別表 1 のも

のを基調とする。ただし、色彩については、建築物の

意匠にレンガなどの地区の個性にあった素材を使用

するなど魅力ある景観の形成に寄与すると市長が認

めた場合は、この限りではない。 

ｂ 建築物の計画図１の２に示す「駅前広場」に面す

る部分は、歩行者の視点からの駅前空間の印象や、

通りや駅からの近景を十分考慮し、関内地区の玄関

口としての風格や、活気と賑わいのある景観を創出

する形態意匠とするものとする。特に、建築物の計

画図１の８に示す「景観重要道路」に接する「駅前広

場」に面する部分は、戦後の都市発展の歴史を伝え

る旧市庁舎と調和のとれた形態意匠とし、かつ、色

彩はマンセル表色系で別表９のものを基調とするも

のとする。ただし、色彩については、建築物の意匠に

レンガなどの地区の個性にあった素材を使用するな

ど魅力ある景観の形成に寄与すると市長が認めた場

合は、この限りではない。 

ｃ～ｅ 略 

ｆ 工作物は、周囲の街並みと調和のとれた魅力的な

形態意匠とし、かつ、色彩はマンセル表色系で別表 1

のものを基調とするものとする。ただし、色彩につ

いては、工作物の意匠にレンガなどの地区の個性に

あった素材を使用するなど魅力ある景観の形成に寄

与すると市長が認めた場合は、この限りではない。 

ｇ 計画図１の２に示す「駅前広場」（計画図１の８に

示す「景観重要道路」に接するものに限る。）又は当

該広場に面する部分に設置する工作物は、戦後の都

市発展の歴史を伝える旧市庁舎と調和のとれた形態

意匠とし、かつ、色彩はマンセル表色系で別表９の

ものを基調とするものとする。ただし、色彩につい

ては、工作物の意匠にレンガなどの地区の個性にあ

った素材を使用するなど魅力ある景観の形成に寄与

すると市長が認めた場合は、この限りではない。 

 

 

 

 

・現行制度にレンガの文言があるのは、市庁舎がレンガ

タイルを用いているからである。 

ただ、「本当のレンガでなければだめなのか」「レンガ

風のタイルだったらどうなのか」「御影石調で赤い色を

使っているものはどうなのか」という議論もあった。 

 

・そのため、素材まで確定しないような街並みも良いと

するために、あえて少し幅を持たせる表現とし、細か

いところは、協議の中で決めていくという意図があっ

た。 

 

・柔軟性と質の維持をどうするかということを、この文

章の中で読み取れるようにした方がよい。 
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 変更内容の原案（指摘に関係する部分を抜粋） 前回の部会でのご指摘内容（2019/11/28） 検討内容 今回の案 

「
屋
上
看
板
の
設
置
高
さ
」
に
つ
い
て 

第５ 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件

の設置に関する行為の制限に関する事項 

２ 地区別の制限 

（4）関内駅前特定地区 

＜屋上看板＞ 

ア 屋上看板は、次の各号に適合するものとする。 

（ア）横浜市道山下町第７号線又はみなと大通りに

接する敷地内に設置するものは、当該街路に向

かって設置することができない。ただし、関内駅

前特定地区の個性を生かしたデザインなどで、

魅力的な景観の形成に寄与すると市長が認めた

場合は、この限りでない。 

（イ）上端の高さを地上 75ｍ以下とする。 

 

 

 

 

 

・屋上看板は上端の高さを 75 メートル以下としている

が、ちょっと緩いのではないか。 

 

・75メートルまでは、自由に屋上広告物をつけられると

いう解釈もできる。 

 

 

●現行の規制では、屋上看板や壁面のビルサインの設置

に高さの上限値はありません。 

 

●しかし、市としては、今後、超高層ビルが建つ可能性の

ある当該地区においては、屋上看板を一定の高さに制

限した方がよいと考えています。 

 

＜現行基準での設置イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●一方、現在の景観計画では、「関内駅前準特定地区」を

活気と賑わいのある景観を創出する地区としており、

その主旨に従い、地区内の適正な商業活動として、屋

上看板を出しているビルが複数あります。 

 

●前回いただいた「当該地区で 75m は高すぎる」とい

う主旨のご指摘を踏まえつつ、既存建物にも配慮し、

右記の案としました。 

 （なお、都市景観協議地区において、工作物の高さが

45m超となる場合は、都市美対策審議会の附議対象

となります。） 

 

 

第５ 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件

の設置に関する行為の制限に関する事項 

２ 地区別の制限 

（4）関内駅前特定地区 

＜屋上看板＞ 

ア 屋上看板は、次の各号に適合するものとする。 

（ア）横浜市道山下町第７号線又はみなと大通りに

接する敷地内に設置するものは、当該街路に向

かって設置することができない。ただし、関内駅

前特定地区の個性を生かしたデザインなどで、

魅力的な景観の形成に寄与すると市長が認めた

場合は、この限りでない。 

（イ）設置高さが 60ｍを超えるものは、設置し

ないものとする。 

 

超高層ビルの屋上看板 

……… 
…… 
… 

スタジアムから 

見える 

港から 

見える 


